
第１回 審議会 平成27年9月16日（水） 19時から
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第５次芦屋町総合振興計画とは・・・

◆ 「まちの将来像」を見すえ、

まちの方向づけ、あり方を示す指針

◆ まちづくりを総合的に、かつ計画的

に進めることを目的とした計画

町のつくる計画の中で
最上位に位置する計画
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第５次芦屋町総合振興計画とは・・・

◆基本構想

10年後の町の将来像や、将来像を実現するために
町が行う取り組み目標やそれを実現するために行う
取り組みを、分野ごとに定めたもの。10年間の基本
的な方針。

◆基本計画

基本構想を実現するために、それぞれの分野ごと
に行う主な取り組みを定めたもの。それぞれ達成目
標を定め、社会情勢の変化に対応できるように、５
年単位として、前期と後期で構成されている。

◆実施計画

基本計画に定めた取り組みを実現するためのより
具体的な事業を示すもの。予算や達成目標を細かく
定め計画的に事業を行うためにつくる計画。期間は
3年間とし毎年見直しを行う。
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第５次芦屋町総合振興計画とは・・・

基
本
構
想

基
本
計
画
4



第５次芦屋町総合振興計画とは・・・

◆基本構想 10年間 平成23年度 ～ 平成32年度
◆基本計画

・前期基本計画 5年間 平成23年度 ～ 平成27年度
・後期基本計画 5年間 平成28年度 ～ 平成32年度

計画の期間
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第５次芦屋町総合振興計画とは・・・

総合振興計画の法的位置づけの経緯

● 昭和44年の地方自治法第2条第4項で「議会の議決を経てその地域における総合的かつ計画
的な行政の運営を図るための基本構想を定め」と規定され、基本構想とこれに基づく基本計画
を合わせた「総合計画」が義務化された。

● 総合計画の源流は、昭和の大合併時に作成された新市町村建設計画」にある。その後の自治
法改正に合わせて、自治省は「市町村の基本構想策定要領」というマニュアルを通達して、
「基本構想」「基本計画」「実施計画」という三層構造がモデル化された。

● この基本構想義務化の提案理由は、「行政運営を、総合的、長期的に行っていくという要請
は、最近の地域関係の立法の制定に伴いますます必要になってきた」とした。

● この時期、都市計画法の全面改正や新全国総合開発計画の策定などが進められ、急激な都市
化が進むため、長期的な視点に立って計画的な行政を進めることが求められた背景がある。
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第５次芦屋町総合振興計画とは・・・

総合振興計画の法的位置づけの経緯

● 平成23年5月に「地方自治法の一部を改正する法律」が公布され、基本構想の義務付けが
撤廃された。撤廃への理由付けとして総務省は「地方自治法が改正された1969年当時、都
道府県のほとんどが長期総合計画を策定済みだったのに対し、市町村は半分にも満たなかった
ため、策定を促す意味があった。

● 国は、「現在は計画行政による運営は定着しており、法で規定するほどでもない」と説明
している。総合計画が地域経営の根幹として作動し始めたこと、ハード中心の地域開発が一
段落しソフトの重視のまちづくりに転換したこと等から、一律的なものではなく地域の創意
工夫による計画策定が必要になった（法定義務としての役割を終えた）ため。

● この義務付け廃止により総合計画を策定する必要がなくなったというより、むしろ自治体
が独自の計画を立て、マネジメントサイクルの基本とすることの重要性は高まったというこ
とになる。また、その実効性により地域間競争や格差が加速する可能性も秘めている。
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第５次芦屋町総合振興計画とは・・・

これからの総合振興計画のありかた

◆ 総合振興計画はまちづくりを円滑に進める、長期的展望を踏まえた計画であり、

町が策定する様々な計画への展開や、予算措置の拠り所となる計画。

◆ 策定段階から、住民と行政による協働作業で推進する形式が馴染んできている

ことからも、必須の地域計画である位置づけは変わらない。

◆ 今まで以上に総合振興計画の位置づけは重要になり、「作る」計画から「する

計画」として策定する必要があり、そのためには進行管理や、PDCAサイクルの

確立が重要となる。

◆ 生きた計画にするために、独自性を備えた真にまちの指針となる総合振興計画

の策定が必要になる。
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第５次芦屋町総合振興計画・後期基本計画の策定にあたって

◆ 住民のみなさんとの協働による計画づくりをめざすため、できるだけ

多くの方に関わっていただき、多くの意見を反映できるものとする。

◆ これまでの５年間の取り組みを評価し、現状と課題を

しっかりと見直す。

◆ 課題解決のため、今後の５年間でやるべきこと、やらなければいけ

ないことを定め、「実行する計画」とする。

◆ 「地方創生」をめざし、芦屋町の魅力を伸ばす取り組みを反映する。

策定の方針
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第５次芦屋町総合振興計画・後期基本計画の策定にあたって

○ 若年層職員による人口対策の検討

○ 住民意識調査（コミュニティ活動状況調査）

○ 職員意識調査（職員アンケート）

○ 中学生アンケート

○ 職員プロジェクト

・係長職によるワーキングチーム

・課長職による検討会議）

○ 住民ワークショップ

○ 関係団体との意見交換

○ 審議会（各種団体の代表等）

○ パブリックコメント

策定のプロセス
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これまでの取り組み

○ 実施期間：平成27年1月実施

○ 対 象 ：町内に居住する20歳以上の方 2,000人

○ 回収率 ：45％（900枚）

◆ コミュニティー活動状況調査（住民アンケート）

○ 今回の結果

満足度が低い取り組み → 「公共交通の利便性」「商店街の整備」

重要度が高い取り組み → 「防災対策」「地域医療」

○ ２年前に実施した調査からの変化

満足度が低下した取り組み → 「商店街などの整備」「地域医療の充実」「公共交通」

満足度が向上した取り組み → 「地域コミュニティの活性化」「子育て支援」

町の取り組みに対する住民のみなさんの満足度や重要度・意見を聞き、今後の町の取り組みに反
映させることを目的に、５年間で２回実施しています。
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これまでの取り組み
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これまでの取り組み

○ 実施期間：平成27年6月実施

○ 対 象 ：芦屋中学在学生徒 2、3年生 270人

○ 回収率 ：100％

◆ 中学生アンケート

○ まとめ

・自分が町長になったらやりたい取り組み

「学校の整備」「交通の利便性向上」「イベントづくり」「遊べる場所づくり」

「店を増やして商店街を活性化」

・まちに対する好感度をもっている割合 ･･･ 60％ （非好感度は10％）

・芦屋町への永住希望

住み続けたい ・・・・ 25％

住み続けたくない ・・・・ 25％

どちらともいえない ・・・ 50％

中学生が感じる芦屋町への意見や提案、「将来こんな町にしたい」といった未来への提言をいた
だきました。

まちづくりに関心を持ってもらうとともに、郷土心の醸成につなげようという目的もあります。
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これまでの取り組み

○ 実施期間：平成27年6月～8月 4回

○ 参加者 ：25名 （各種団体からの推薦、公募の方など）

○ ファシリテーター：役場職員 8名

◆ 住民ワークショップ（まちづくりワークショップ）

○ ワークショップの意見

出された意見は、そのまま報告書にまとめています。

（一部表現は統一している部分があります。）

「まちの宝探し」というテーマで、「変えたいところ（弱み）」「伸ばすべきところ（強み）」につ
いて、４つのグループに分かれて意見を出し合いました。様々な業種・年代の方々に参加いただき、活
発な意見交換があり、沢山の具体的な提案が出されました。

また、参加された皆様からは、「ワークショップは意見が出しやすかったため今後も積極的にやって
もらいたい」「出された意見をひとつでも多く実行してもらいたい」「様々な方々の意見が聞けたこと、
顔見知りになれたことは有意義だった」などといった感想をいただきました。
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これまでの取り組み

○ 実施期間：平成27年９月

○ 参加団体：15団体

〔産業振興〕 商工会、観光協会、農事組合、遠賀漁業協働組合

〔コミュニティ〕区長会、婦人会、老人クラブ連合会、文化協会、体育協会、国際交流協会

〔教育・福祉〕 社会福祉協議会、民生委員・児童委員協議会、四校ＰＴＡ連絡協議会

青少年健全育成町民会議、人権・同和教育研究協議会

◆ 各種団体意見交換

○ 共通する課題や意見

・参加者が固定化、高齢化

・がんばっているところ（人や団体等）を評価する仕組みも必要

・やりがいを感じてもらえるような取り組み（多少のインパクト）も必要。

・町民が町のよいところを知らない。

・町のＰＲが重要

町内で様々な活動を行っている各種団体の代表の方に集まっていただき、団体活動の視点から、「町
と一緒に取り組みたい活動や取り組みができる活動」、「町の良いところ・悪いところ」、「まちづく
りへの提案」などをテーマに意見交換を行いました。
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これまでの取り組み

○ 実施期間：平成27年2月実施

○ 対 象 ：芦屋町職員 149名

○ 回収率 ：96.6％（144名）

◆ 職員意識調査

○ 結果

満足度が低い取り組み → 「公共交通」「商店街の整備」

重要度が高い取り組み → 「公共交通」「地域医療の充実」「行政改革」「防災対策」

※ 満足度が低く重要度が高い取り組みは今後見直しや重点的な取り組みが必要となります。

この分野においては、町民の方の意識とほぼ同じような結果となりました。

※ 細かい部分では、町民の方とのギャップがあるところが明らかとなり、職員としてはやってる

つもりでも、町民の方には満足いただけていないことがわかってきました。計画（取り組み）を

今後推進していくうえで、重要なことと捉えています。

町民の方を対象にした「コミュニティ活動状況調査」と同じ内容で、職員の意識調査を実施しま
した。これにより、町民の方の意識とのギャップを明らかにし、今後必要な取り組みを明らかに
していくものです。
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これまでの取り組み

【主な取り組み】

○ 全職員による実施計画事業の評価、課題の抽出

○ 課長職・副町長による施策の評価

○ 係長職によるプロジェクトチームでの検討（20名で構成）

・前期基本計画の達成状況、課題の抽出

・後期基本計画で取り組む事業・施策の抽出

◆ 職員プロジェクト

前期基本計画に掲げている取り組みや数値目標の達成状況を評価するとともに、現状や課題の把
握、国の動向や今後必要となる取り組みなどについて、プロジェクトチームをつくり検討を行っ
てきました。
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これからのすすめかた（今後の策定の取り組み）

○ 開催期間：平成27年9月 ～ 平成28年2月

○ 予定回数：４回

① 後期基本計画の目的、これまでの取り組みについての把握

② 現状と課題を踏まえた後期基本計画の施策審議

③ 素案の審議

④ パブリックコメントを踏まえた案のとりまとめ

◆ 後期基本計画策定審議会

これまでの取り組みの中から出された意見や提案をもとに、今後５年間にやるべき取り組みを
計画書ベースにまとめていきます。

特に、住民ワークショップの結果を中心に全体バランスを考慮し、合意形成を図っていくもの
です。
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これからのすすめかた（今後の策定の取り組み）

○ 実施期間：平成27年12月中旬 ～ 平成28年1月中旬 1ヶ月間

○ 実施方法：広報に概要を掲載

町のホームページには詳細版を掲載

町内の各施設に素案（全文）とわかりやすくまとめた概要版を配置

審議会委員が属する各種団体、ワークショップや団体意見交換に参加いただ

いた方が属する各種団体、中学生などに概要版を配布

◆ パブリックコメント

パブリックコメントとは、町の重要な計画を策定していく過程で、その目的や趣旨・内容を住
民の方に公表し、住民の方の意見を出していただく手続きのことです。

出された意見に対して町の考え方を回答するとともに、計画に反映できるものは素案を修正す
ることで反映します。
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これからのすすめかた（今後の策定の取り組み）

○ 9月～11月 審議会（3回目まで）での審議

○11月 議会への中間報告

○12月 議会へ素案の報告

○12月～1月 パブリックコメント

○ 2月 審議会（4回目）

○ 2月 案の決定

○ 3月 案の議会報告

成案化

計画書の作成

○ 4月 概要版の全戸配布

※行政内部の手続きは記載から省略しています。

◆ スケジュール
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これからのすすめかた（今後の策定の取り組み）

【広報の計画】

・10月 1日号 第5次総合振興計画の概要とこれまでの取り組み報告

・11月 1日号 地方創生の取り組みについての紹介

・12月 1日号 審議会の中間報告とパブリックコメントのお知らせ

・12月15日号 パブリックコメントのお知らせ

・ 3月 1日号 経過報告

・ 4月 1日号 計画概要の紹介

※1月、2月の広報への掲載内容については検討中です。

◆ スケジュール
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後期基本計画とその他の計画

◆ 芦屋町人口ビジョン・芦屋町地方創生総合戦略

◆ 過疎自立促進計画

後期基本計画をもとに、関係する計画を27年度中に策定していきます。

これまでの後期基本計画策定の取り組みの中で出された意見や提案をもとにしてい
きます。

策定の時期は後期基本計画と同時です。
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参考：「地方創生」とは

少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかけるとともに、東京圏
への人口の過度の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来に
わたって活力ある日本社会を維持していくために、「まち・ひと・しごと」創生に関
する施策を総合的かつ計画的に実施するもの。

◆まち・ひと・しごと創生法（平成26年11月28日交付）

・ま ち ： 国民一人一人が夢や希望を持ち、潤いのある豊かな生活
を安心して営める地域社会の形成

・ひ と ： 地域社会を担う個性豊かで多様な人材の確保

・しごと ： 地域における魅力ある多様な就業の機会の創出
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参考：「地方創生」とは
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参考：「地方創生」とは
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参考：後期基本計画と総合戦略のちがい

芦屋町の将来の人口展望をふまえて、

芦屋町の実情や特性を考慮し独自性を

活かした「地方創生」のための具体的

な計画です。

町が取り組む全ての取り組みを網羅

した総合振興計画と異なり、芦屋町の

特徴や魅力に特化し地方創生に取り組

む具体的な計画です。

後期基本計画から選択と集中を行う

ものです。

◆芦屋町まち・ひと・しごと創生総合戦略
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参考：総合戦略の策定

◆芦屋町まち・ひと・しごと

創生推進体制

「芦屋町人口ビジョン」や「芦
屋町まち・ひと・しごと創生総合
戦略」の策定、策定後の事業推進
を全職員で図っていくための推進
体制を整備しています。

また、総合戦略策定にあたって
は、住民の方をはじめ学識経験者
や関係団体、民間事業者等の意見
を十分に反映することが重要と
なってくることから、町の附属機
関として「芦屋町地方創生推進委
員会」を設置します。
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後期基本計画は、これからの芦屋町を元気にしていくためにとても重要
な計画です。

しかし、計画をつくるだけでは意味がありません。
実行があってはじめて実現する計画です。

計画を実行していくためには、職員の努力だけでは限界があります。
町民のみなさんと力を合わせて、
それぞれができる立場で
それぞれができることを
しっかり取り組んでいけるよう
今後も皆様のご理解とご支援、ご協力をお願いします。

魅力を活かし みんなでつくる 元気なあしや
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